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日
本
で
は
、
日
本
国
憲
法
第
20
条
に
お
い
て

「
信
教
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

中
に
宗
教
活
動
の
自
由
も
含
ま
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
個
人
で
も
団
体
で
も
、
布
教
活
動
や

宗
教
的
儀
式
等
を
行
う
こ
と
は
何
ら
制
限
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
個
人
や
団
体
の
行
う

宗
教
活
動
が
公
共
の
福
祉
に
反
し
た
場
合
は
、

他
の
法
令
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

〈
参
考
：
日
本
国
憲
法
〉 

第
20
条
   信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し

て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗

教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又

は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら

な
い
。 

同
じ
宗
教
を
信
仰
す
る
者
が
集
ま
り
、
一
つ

の
宗
教
団
体
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
、
そ
の
資

産
を
宗
教
団
体
の
も
の
と
し
て
管
理
運
用
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら

に
、
そ
の
宗
教
団
体
が
社
会
と
の
関
わ
り
を
持

つ
に
あ
た
っ
て
、
法
律
上
の
人
格
で
あ
る
法
人

格
（
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
得
る
能
力
）
を
備

え
る
必
要
性
が
増
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 宗

教
団
体
が
法
人
格
を
取
得
し
得
る
た
め
に

制
定
さ
れ
た
の
が
宗
教
法
人
法
で
す
。
宗
教
団

体
は
、
宗
教
法
人
法
に
よ
っ
て
法
人
格
を
持
つ

こ
と
に
よ
り
、
権
利
能
力
が
与
え
ら
れ
、
権

利
・
義
務
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。 
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寺院の適切な管理運営について

▷ 会計・税務①

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉

宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
に
資
す
る
た
め
、

『
宗
報
』（
平
成
29
年
４
月
号
）
よ
り
、『
宗
教
法
人
の
実
務
と
運
用
の
手
引
』
の

内
容
及
び
願
記
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。 

今
号
か
ら
は
、
宗
教
法
人
の
会
計
・
税
務
に
つ
い
て
、
掲
載
い
た
し
ま
す
。

▽
宗
教
法
人
に
お
け
る
会
計
・
税
務
に
つ
い
て
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〈
参
考
：
宗
教
法
人
法
〉 

第
１
条
　
こ
の
法
律
は
、
宗
教
団
体
が
、

礼
拝
の
施
設
そ
の
他
の
財
産
を
所
有

し
、
こ
れ
を
維
持
運
用
し
、
そ
の
他
そ

の
目
的
達
成
の
た
め
の
業
務
及
び
事
業

を
運
営
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
宗

教
団
体
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

宗
教
法
人
は
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
税
制
上
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

・
宗
教
法
人
本
来
の
活
動
か
ら
の
宗
教
活
動

収
入
は
法
人
税
等
が
非
課
税
と
な
る
。 

・
境
内
地
や
境
内
建
物
を
宗
教
活
動
に
使
用

し
て
い
る
限
り
は
、
所
有
す
る
不
動
産
に

課
税
さ
れ
る
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税

等
が
非
課
税
と
な
る
。 

・
公
益
事
業
は
非
課
税
と
な
る
。 

・
収
益
事
業
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
み
な
し

寄
附
金
制
度
等
が
適
用
さ
れ
、
法
人
税
が

軽
減
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
法
人
は
税
制
上
の
優
遇

措
置
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
近
年
、
税
の
申
告

漏
れ
や
脱
税
、
不
適
切
な
収
益
事
業
の
実
施

等
、
宗
教
法
人
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
る
問
題
が

し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
目
は

厳
し
い
も
の
と
な
り
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
の

必
要
性
や
課
税
強
化
に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 ま
た
、
宗
教
法
人
は
、
他
の
公
益
法
人
（
学

校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
公

益
社
団
法
人
等
）
と
は
、
性
質
や
法
人
運
営
等

が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の
公
益
法
人
は
、
教

育
や
福
祉
等
の
実
現
の
た
め
、
行
政
か
ら
の
助

成
金
や
利
用
者
か
ら
の
料
金
等
の
対
価
を
得
て

運
営
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宗
教
法
人
は
、
信

者
（
門
徒
）
の
懇
念
と
い
う
対
価
性
の
な
い
収

入
で
の
運
営
と
な
る
た
め
、
法
人
税
や
消
費
税

の
取
り
扱
い
が
難
解
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
法
人
の
会
計
に
は
他

の
公
益
法
人
の
よ
う
に
公
益
法
人
会
計
基
準
や

学
校
法
人
会
計
基
準
等
と
い
っ
た
明
確
な
会
計

基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

宗
教
法
人
ご
と
に
独
自
の
方
法
で
会
計
を
行
っ

て
い
る
の
が
実
態
で
す
。 

 こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
宗
派
顧
問
税

理
士
で
あ
る
「
税
理
士
法
人
ゆ
び
す
い
」
の
協

力
の
も
と
、
同
税
理
士
法
人
編
著
の
『
実
務
が

わ
か
る
「
宗
教
法
人
会
計
・
税
務
」
基
礎
か
ら

行
政
手
続
き
ま
で
』（
株
式
会
社
出
版
文
化
社
、

２
０
１
８
）
の
内
容
に
基
づ
き
、
宗
教
法
人
の

会
計
・
税
務
に
つ
い
て
、
次
号
以
降
連
載
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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